
   

第１５回 議員提出条例に係る検証検討会 事項書 

 
                    平成２１年２月１８日（水） 
                        １０：００～１２：００ 
                          議事堂 ６０１特別委員会室 
 

１ 三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例について 

 
 
 
 
 

２ その他 

 
 
 
 
 

※ 添付資料 
資料１ 補助金の交付先による分類について 
資料２ 暴力団の排除について 
資料３ 三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の規定又は運用の在り

方について、見直しのための委員意見及び座長案 



  

補助金の交付先による分類について 

※ 第１４回議員提出条例に係る検証検討会において求められた資料 

条例第８条第１項第２号の規定に基づいて提出されるものについて、補助

事業者等を市町、県の出資する法人又はその他に分類し、まとめたもの。 
 
 
１．分類の方法 

分類は、次のとおりとする。 
１：市町、特別地方公共団体（四日市港管理組合）及び独立行政法人（(独)
福祉医療機構、(独)日本貿易振興機構、(独)水資源機構、(独)環境再生保
全機構） 

 
２：県の出資する法人 
ここでは、総務部経営総務室が県の外郭団体と整理する 36団体とする。 

（総務部経営総務室作成 別紙参照） 
３：その他 
１及び２以外のもの 

 
 
 
 
２．分類の結果（平成１９年度交付実績） 

 
交付先 補助金等の交付実績 

 件数 (件) 金額    (千円)

１：市町等 ３５３ 24,542,046 

２：県の出資する法人 １９ 2,219,469 

３：その他 ２７２ 18,322,308 

※件数 計 644件（予算調整室確認） 
 
 

 

資料１ 











暴力団の排除について 

 
 
１ 現状 

暴力団の排除について、本県においては、平成 15 年に公共工事からの排除措置要
綱を、平成19年に物件関係契約からの排除措置要綱を定めている。 
  ①「三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱」（平成15年６月１日施行） 

     県と警察本部とが協定を締結し、県の公共工事等に対する暴力団等の不当な

介入を排除し、公共工事等の適正な履行を確保するもの。 
（対象）県が発注する建設工事等及び建設業許可 
（内容）建設業許可からの排除、建設工事等の入札参加対象からの排除 

        建設工事等の資材購入等の排除、不当介入に対する措置 
  ②「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」（平成19年９月

20日施行） 

     県と警察本部とが協定を締結し、県が締結する物品関係契約から暴力団を排

除し、契約の適正な履行を確保するもの。 
     （対象）①物件の購入等の契約、②設備の保守等の委託契約 等 

（内容）物件関係契約の入札参加者からの排除、物件関係契約の資材購入等

の排除、不当介入に対する措置 
   
なお、県の補助事業に当たって、補助事業者※から暴力団を排除することについて

は、特段の仕組みは設けられていない。 
※ ここで補助事業者とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業を行う者をいう。 

 
  国においては、内閣総理大臣を長とする犯罪対策閣僚会議で定められた「犯罪に強

い社会の実現のための行動計画」（平成 15年 12月策定）で、暴力団に係る対策を積
極的に推進する必要性が指摘されている。さらに、この閣僚会議の下に暴力団取締り

等総合対策ワーキングチームが設置され、公共事業からの暴力団排除、行政対象暴力

への対策等に取り組んでいる。 
 
２ 補助事業からの暴力団の排除（他の都道府県の取組） 

大阪府においては、平成20年８月に庁内に財政研究会を設置し、補助事業から暴力

団関係者を排除するため、補助金交付要綱等に暴力団等排除に関する規定を設けるこ

となどを検討している。 

また、佐賀県においては、工事、物品の買入れ、県が行う補助金の交付も含めた県

の契約等から暴力団を排除するため、包括的な排除措置要綱を平成20年度中の制定に

向けて検討している。 

現在、他の都道府県については調査中。 

資料２ 








